
 

 

会 議 結 果 報 告 書 

 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和３年１２月２３日（木）午後１時２６分 

 

３ 閉会日時    令和３年１２月２３日（木）午後２時４分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ２件 

 

６ 議決の状況   原案可決    １件    承  認   １件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０件     

 

７ 議事録     別添のとおり 
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教育委員会定例会議事録 

 

１ 会議年月日   令和３年１２月２３日（木） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ ２Ｆ 研修室 

 

３ 出席者 

          教育長  新田 憲章 

          委 員  坂田 眞澄 

委 員  上之園 公子 

委 員  神原 謙治 

委 員  松本 真奈美 

 計 ５人 

 

４ 議事日程 

  日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  教育長報告 

       【会議等】 

・１２月６日（月） 総務文教委員会 

・１２月９日（木） 全員協議会 

・１２月１７日（金）～２１日（火） 令和３年第６回府中町議会定例会 

【学校教育関係】 

        ・中学校の部活動の活躍について 

      ・府中小学校の受賞について 

      ・野外活動・修学旅行について 

       【社会教育関係】 

・公民館等改築の進捗状況について 

日程第３ 報告第１８号  代理行為の承認について 

             「付議事件に関する意見聴取について」 

日程第４ 第１２号議案  合同訓令の一部改正について 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長      榎並 隆浩    教育委員会事務局主幹    大神 規正 

総務課長      岩﨑 雅男    学校教育課長        立花 淑子 

社会教育課長    山本 進一    総務課課長補佐兼総務係長  松林 亮 

総務課事業調整員  小路 靖子 
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６ 議事の内容 

（開議 午後１時２６分） 

 

教育長    それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから定例教育委員会

会議を開催します。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございますが、よろしいでしょ

うか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、そのようにいたします。それでは日程第１「議

事録署名委員の指名」を行います。府中町教育委員会会議規則第１８条第３項の規定

により、私と上之園委員を指名することとしますが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    では、次に参ります。日程第２「教育長報告」を議題といたします。 

それでは、教育長報告を７件行います。 

まず、会議等について３件です。 

１２月６日月曜日に開催された総務文教委員会について報告します。まず、新型コ

ロナウイルス感染症関連についてなど５件の町長報告がありました。その後、４件の

教育長報告を行いました。１件目は、中学校の部活動の活躍について。２件目は、野

外活動と修学旅行の実施状況。３件目は、府中小学校の受賞について。この３件の内

容は後ほど学校教育関係で詳細を報告します。４件目は、令和４年成人式の開催につ

いて報告しました。町長報告・教育長報告の後、府中公民館の使用料の見直しについ

て付議しております。府中公民館の使用料の見直しについては、１２月９日木曜日に

全員協議会が開催され、協議されました。 

１２月１７日から２１日にかけ令和３年第６回府中町議会定例会が開催されまし

た。教育委員会関係では、第５６号議案として、府中町立公民館の設置及び管理条例

及び府中町歴史民俗資料館の設置及び管理条例の一部改正について審議され、可決さ

れました。また、一般質問では３件に答弁しました。詳細は総務課長が説明します。 

 

総務課長   総務課長です。それでは、今月開催された府中町議会定例会における一般質問の概

要について説明いたします。本議会では、全体で１４人の議員から１５の一般質問が

ありました。そのうち教育委員会関係について、３人の議員から３つの質問がありま

した。本日、これらの一般質問通告書と１回目の答弁原稿を資料として配付しており

ますので、ご覧ください。 

まず、１つ目が１ページ、三宅議員からの質問、改修後の揚倉山健康運動公園の利

用状況についてです。人工芝に改修後の揚倉山健康運動公園の利用率が５９．３％と

なっており、当初の想定利用率である４７％を約１３ポイント上回る多くの利用があ

り、整備効果は大きかったこと、また、高い利用率を維持していくことが今後の課題

と考えていることなどについて答弁をしております。 

２つ目が４ページ、橋井議員からの質問、読書バリアフリー法に基づく図書館の取

り組みと今後の展望についてです。町立図書館では、布絵本やデイジー図書など、視
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覚障害者などが利用できる資料も所蔵していること、また今後も引き続き、読書バリ

アフリー法の基本理念に則り、視覚障害者等の方が、より利用していただけるよう環

境整備に努めていくことなどについて答弁しております。 

３つ目が８ページ、寺尾議員からの質問、府中公民館等改築事業の進捗状況と今後

の事業運営等についてです。改築事業の進捗状況、管理運営と事業運営、周辺整備計

画について質問があり、３月下旬には内覧会、４月１日に開館式典、その後、一般開

放し見学できる期間を設けて、４月中旬からは通常利用開始を予定していることや、

歴史民俗資料館においては、資料館の管理、歴史資料の保存・整理を行う職員を新た

に配置することも検討していることなどについて答弁しております。詳細な内容につ

いては、後ほど資料をご確認いただければと思います。説明は以上です。 

 

教育長    続いて学校教育関係です。３件あります。 

先ほど総務文教委員会で報告した、中学校の部活動の活躍について、府中小学校の

受賞について、野外活動・修学旅行についての３件です。詳細を学校教育課長が説明

します。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。１つ目の中学校の部活動の活躍についてでございます。まず、

運動部の活躍については、団体競技の上位のみご報告します。５月１５日に開催され

た安芸郡・江田島市中学校春季総合体育大会では、府中中学校は卓球部女子が２位、

陸上部女子が２位、緑ヶ丘中学校サッカー部は準優勝、卓球部は男子女子ともに１

位、陸上部も男子女子ともに 1位でした。続いて６月１９日、２０日に開催された

呉・賀茂地区中学校大会では、府中中学校の剣道部が２位、緑ヶ丘中学校はサッカー

部が準優勝でした。７月２４日、２５日、３１日に開催された安芸郡・江田島市中学

校夏季総合体育大会では、府中中学校が陸上部女子１位、男子２位、男女総合２位、

バスケットボール部優勝、水泳部女子１位、緑ヶ丘中学校は卓球部男子女子ともに 

１位、陸上部女子２位、水泳部男子女子ともに２位、男女総合２位でした。続いて、

１０月１７日、２４日に開催された、安芸郡・江田島市中学校新人体育大会では、府

中中学校卓球部女子１位、男子２位、緑ヶ丘中学校はサッカー部が準優勝という成績

を収めました。 

次に、文化部の活躍について、ご報告します。８月１日に開催された、広島県吹奏

楽コンクールでは、両中学校とも金賞を受賞しました。その他のクラブも十分な練習

ができない中で、一人一人が全力で競技に取り組む姿勢を見せてくれました。 

続いて、２つ目の野外活動と修学旅行についてでございます。小学校では、コロナ

が落ち着き始めた１０月に、すべての小学校が１泊での野外活動に行くことが出来ま

した。また、修学旅行についても、１０月から順次実施しており、現在小学校４校と

中学校１校について、実施済となっています。なお、南小学校と府中中学校は来年２

月の実施を予定しています。 

       ３つ目です。府中小学校の受賞についてでございます。公益社団法人博報堂教育財

団が主催し、文部科学省が後援している第５２回博報賞を府中小学校が受賞しまし

た。タイトルは、『コミュニティスクールで取り組む「図書館で会いましょう」』

で、人と人とのかかわり・つながりの核として読書教育を展開しているところを高く

評価していただきました。なお、１１月１２日金曜日に東京都にあります日本工業倶

楽部会館において贈呈式がありました。令和３年１２月１４日に広島県教育委員会が

主催した、広島県子どもの読書活動推進に向けた、夢あふれる学校図書館見学会が府

中小学校で開催されました。学校まるごと図書館として取り組んでいる実践発表や図
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書コーナーの見学がありました。また、文部科学省では、ＰＴＡの健全な育成と発展

に資することを目的とし、優秀な実績を上げているＰＴＡの表彰を行っており、この

たび、府中小学校ＰＴＡが受賞しました。コミュニティスクールとして共に学校の教

育活動を後押しする、府中っ子応援団活動や図書ボランティアを始めとするボランテ

ィア活動の推進や支援を高く評価していただきました。なお、１１月１９日金曜日に

文部科学省において表彰式がありました。以上です。 

 

教育長    続いて社会教育関係です。１件ございます。新築されております府中公民館が工事

の仮囲いも取れ、改築工事も着々と進んでいます。公民館等の改築の進捗状況につい

て、詳細を社会教育課長が説明します。 

 

社会教育課長 社会教育課長です。府中公民館等改築事業の進捗状況についてご説明させていただ

きます。府中公民館等改築工事ですが、現在、外構工事、施設内の内装、設備機器工

事等がほぼ完了し、令和４年１月末の完了検査に向けて各種業務を行っており工程ど

おりに進捗しております。また、歴史民俗資料館の展示制作ですが、展示制作の校

正、旧歴史民俗資料館から新歴史民俗資料館への展示物の移設をおこなっており、こ

ちらも工程どおりに進捗しております。来年４月開館に向けての予定でございます

が、現在の公民館の定期活動グループ等の利用を令和４年１月３１日までとし、２月

１日から臨時休館とさせていただき、新公民館の開館に向けた準備をしていきます。

２月以降は、公民館で使用する備品の納品・設置を３月中旬までに完了し、事務室の

移設、新公民館の運営準備・確認を行っていきます。３月下旬には内覧会、４月１日

に開館式典、その後一般開放し、見学していただく期間を設けて、４月中旬からは通

常利用開始を予定しております。また、４月下旬には公民館の開講式と併せて、開館

イベントの開催を計画しております。新公民館の内覧会では、議員、近隣地域の代表

等の皆様に開館前に各部屋や設備を見ていただく予定で、委員の皆様にも内覧会には

参加いただきたいと考えております。日程が決まり次第ご案内させていただきます。

歴史民俗資料館と消防団分団詰所は一緒に開館となります。こちらのイベントの予定

でございますが、歴史民俗資料館のイベントについては、今年度、開催中止となった

国史跡指定下岡田官衙遺跡の記念講演会の開催を計画しています。消防団分団詰所に

ついては、公民館の開館式典と併せて行う予定となっております。また、令和４年度

の定期活動団体などの予約受付ですが、１２月中に案内し、１月から受付を行う予定

でございます。説明は以上です。 

 

教育長    報告は以上です。 

それでは、ただいまの報告について、ご質問等を受けたいと思います。 

まず、会議等についてご質問等ございますか。 

 

（なし） 

 

教育長    よろしいですか。学校教育関係についてございますか。 

 

（なし） 

 

教育長    よろしいですか。社会教育関係についてございますか。 
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（なし） 

 

教育長    よろしいですか。続いて、委員の皆様から、その他のご意見などありましたら、お

願いいたします。 

 

坂田委員   １２月９日木曜日に松本委員、神原委員と一緒に府中小学校の参観日に行きまし

た。全体的に児童は授業に集中して取り組んでいました。タブレットを使っているク

ラスでは、子ども達は学習用具として使いこなしていました。低学年もタブレットを

使って授業をしているところを、保護者に見てもらってもいいんじゃないかと思いま

した。２年生ですが、命の教育の一環としてストレスについての学習をしていまし

た。２年生という発達段階の中で、子ども達がよく考えているのに感心しました。自

分の感情をどういう風にコントロールしていくかということを考えるということは、

低学年でも大切だなという風に感じました。それから、先ほど表彰されたとありまし

たけど、教頭先生に校内にある図書コーナーを見せていただきました。子ども達がわ

くわくする場所ということで、とても行きたくなる、読みたくなるというのは実感し

ました。場所づくりにあたっては、多くのボランティアの方が力があるということを

お聞きしました。学校・保護者・地域が一緒になって、府中小学校を魅力ある学校に

しようとしていることが、よくわかりました。子ども達が行きたくなる学校につなが

っていくと感じました。 

 

松本委員   昨日は冬至でしたので、南瓜を食べ、ゆず湯に入りました。寒さが本格的になって

いくので、風邪とか病気にならないようにという思いから始まった風習なんですけ

ど、今はコロナというウイルス対策として、マスク・消毒・手洗い・検温とか感染防

止対策が、いつか風習といわれるようになるのかなと一人で考えたりしました。今年

もあと８日となり、１年間コロナの中で思うように活動ができませんでしたが、最近

は学校に訪問ができるようになり、子ども達の笑顔に元気をもらっている日々です。 

  先ほどもお話があったように、私も１２月９日に府中小学校に訪問させていただき

ました。教頭先生に学校を案内していただき、お便りを見ているだけでは伝わらない

細やかな工夫や地域の方々のプレゼントや、思いが詰まった取り組みに、現実に触れ

させてもらって本当に感動しました。特に手作りの図書コーナーが本当に素晴らしく

て、私自身も手に取って本を読みたくなるように作られていました。本といえば、府

中町には図書館があって、毎月図書館便りを楽しみに拝見させてもらってるんですけ

ど、コロナ禍の中で町内の小中学校の皆さんがおすすめの本のＰＯＰを作って、それ

をＰＯＰコンテストとして企画されて、今現在コンテストの入賞作品を展示されてい

るんですよね。私も生徒さんの力作揃いの中から何点か選ばせてもらったんですけ

ど、学校に行って見たんですけど、本当に素晴らしく紹介してもらっていました。本

当に選ぶのは悩みました。そこで、図書館の担当の方々が、今できることを考えなが

ら読書の推進活動をされていることを今回知って感動しました。 

昨日になるんですけど、府中町放課後子供教室の研修会に参加させていただきまし

た。スクールソーシャルワーカースーパーバイザーの酒井珠江さんによる、子どもと

の関わり方の講義を受けました。地域全体で子どもを育む環境づくりや、安心できる

大人とのつながりが必要だという風に教えていただきました。また、コミュニケーシ

ョンのこつ等も、実際の子ども達の声を基にお話をしてくださり、とてもよくわかり

ました。今後の活動にもためになることばかりでした。また、この講義にボランティ

アさんが沢山参加して学ぶ姿を見て、子どもたちはコロナで大変だけど、沢山の方が
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子ども達に真剣に関わっていこうって思っているんだって気付いたときに、またまた

感動しました。 

各学校でコミュニティスクールも少しずつ活動が進んでいます。不安が続く今です

が、学校・地域・保護者が協力していく中で、安心して子ども達が育っていくのだと

深く感じております。以上です。 

 

神原委員   私も同じように府中小学校参観日に行かせていただきまして、感じたことが、環境

づくりが非常に上手だなと。子ども達が、先ほどおっしゃられたように本を手に取り

やすいような、図書館だけとかというのではなくて、それぞれの教室のちょっしたと

ころにも本が飾ってあるという形で、本を取りやすいような興味づくり・環境づくり

が非常に素晴らしいなと感じました。それと同時に英語の授業に関してですけど、英

語の授業だけを受けられる教室を特別に作っておりまして、その作り方というのがま

た環境という意味ではすごく上手で、椅子が、アメリカとかでよくある感じで、肘か

けのところにテーブルがあるのを置いてるんですよね。教室の中にもいろんな資料と

かポスターみたいなものとかがすごく貼ってあって、子ども達がアメリカに憧れるじ

ゃないですけど、英語をしゃべりたくなるような環境づくりというのが非常に上手だ

なと。府中小学校だけを今回拝見したんですけど、取り組みというのが非常に素晴ら

しいなと感じたんですけど、その学校だけでの取り組みではなく、例えば他の小学校

ですとか、コミュニティスクールの方、ＰＴＡの方が見学できる仕組みで、お互いい

いところを取り入れるという形ができて、府中町全体、小学校全体のレベルを上げて

いくと、子ども達が英語なり図書、読書をしていく環境づくりのレベルを上げていく

意味で交流がもっとができたらいいのかなと感じました。以上です。 

 

教育長    ありがとうございます。その他ございませんか。 

 

（なし） 

 

教育長    では次に参ります。日程第３、報告第１８号「代理行為の承認について（付議事件

に関する意見聴取について）」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   教育部長です。報告第１８号。令和３年１２月２３日。代理行為の承認について。

付議事件に関する意見聴取について、教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規

定により代理したので、同条第２項の規定により報告し承認を求める。詳細な説明は

総務課長が行います。 

 

総務課長   総務課長です。資料１ページからの報告第１８号、代理行為の承認について説明い

たします。令和３年第６回府中町議会定例会に提出された議案のうち教育委員会関係

分について、令和３年１２月９日付で府中町長から教育委員会へ意見聴取の協議があ

りましたが、教育委員会会議を開催するいとまがなかったため、教育長に対する事務

委任規則第３条第１項の規定により代理し、同意する旨の回答を同日付で行いました

ので、同条第２項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。それでは、

議案の内容について資料の順番に説明いたします。資料４ページから５ページまで

が、第４７号議案、令和３年度府中町一般会計補正予算（第７号）でございます。な

お、本件につきましては、１１月の教育委員会会議でご説明した部分についての詳細

な説明は省略したしますのでご了承ください。５ページをご覧ください。歳出です。
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図書館活動事業は、合計で１３１万６，０００円の増額補正です。１１月の教育委員

会会議で説明しましたように、新型コロナウイルス感染防止のため、貸出しの順番待

ちの緩和と非接触での手続きの強化を図ることを目的に、返却機能付きの自動貸出機

１台の増設と、既存の自動貸出機に新たに返却機能を設定する経費について補正計上

するものです。 

続いて資料６ページからの第５６号議案、府中町立公民館の設置及び管理条例及び

府中町歴史民俗資料館の設置及び管理条例の一部改正について説明いたします。１１

ページの第５６号議案参考資料をご覧ください。１ 改正の趣旨でございます。府中

町立府中公民館の改築及び府中町歴史民俗資料館の移転に伴い、府中町立公民館の使

用料、府中町歴史民俗資料館の住所及び館内施設の名称の一部を変更するため、条例

の一部を改正するものでございます。２ 改正事項の概要ですが、第１条による改正

は、府中町立公民館の設置及び管理条例の一部を改正するものでございます。まず、

（１）府中公民館の各室の使用料の改定です。表で示すとおり、時間区分を１時間と

して使用料を改定するものとなっております。部屋の区分としましては、大ホールか

ら和室までの９つの区分となっており、使用料は第４集会室の５３０円から大ホール

の５，５００円までとなっております。次に（２）府中南公民館の使用料の時間区分

を１時間単位にし、区分欄の室名を整理する改正でございます。現行では、両公民館

の使用料の時間区分が利用開始から２時間までとなっており、１時間の利用でも、２

時間分の使用料をいただくようになっております。実態としては、そうした１時間だ

けの利用というのは数％しかない状況ですが、町内の他の多くの公共施設が１時間単

位となっていることから、府中公民館の改正と同様に府中南公民館も使用料の時間区

分を１時間単位に改正するものでございます。また、今回の改正により、府中南公民

館の区分欄の室名を実際に使用している室名に整理しております。次に、第２条によ

る改正ですけど、府中町歴史民俗資料館の設置及び管理条例の一部を改正するものと

なっております。改正内容は、府中町歴史民俗資料館の住所及び室名を変更するもの

です。現在の府中町歴史民俗資料館の住所、府中町本町二丁目１４番１号から、移転

後の住所 府中町本町二丁目１５番１号に変更するものとなっております。また、館内

施設の室名 ロビーとあるのをギャラリーに変更するものでございます。３ 施行期日

は、令和４年４月１日です。なお、新府中公民館の使用料については、先日委員の皆

様に個別に説明しましたように、他の町内公共施設の使用料が、新府中公民館と同様

の使用料算定の考え方に基づき、令和６年度に全面的に見直されることを踏まえ、令

和４年度と令和５年度の２年間は、段階的に経過措置を設け、利用者の負担軽減を行

い、令和６年度から、このたび提案させていただいた改定後の使用料へ移行する予定

としています。また、冷暖房設備使用料につきましては、改築前はコインタイマー方

式で１００円単位でしたが、新府中公民館では、コインタイマー方式をやめ、冷暖房

設備の消費電力量で算定した使用料を徴収するよう考えております。以上、２件の議

案については、原案どおり可決・認定されました。説明は以上です。 

 

教育長    何かご質問・ご意見等ございますか。 

 

（な し） 

 

教育長    よろしいでしょうか。ないようでございます。よって日程第３、報告第１８号につ

いては、承認いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、日程第３、報告第１８号については、そのよう

に決します。 

では次に参ります。日程第４、第１２号議案「合同訓令の一部改正について」を議

題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   教育部長です。第１２号議案。令和３年１２月２３日。合同訓令の一部改正につい

て。府中町職員のハラスメント防止等に関する要綱の一部改正について、教育委員会

の審議に付する。詳細な説明は総務課長が行います。 

 

総務課長   総務課長です。本日配付の資料、第１２号議案、合同訓令の一部改正について説明

します。この議案は、合同訓令として規定している、府中町職員のハラスメントの防

止等に関する要綱の一部改正について、府中町長から協議があったものでございま

す。資料９ページ第１２号議案参考資料をご覧ください。今回の改正では、大きく３

つの改正の柱がございます。 

       まず１つ目は、国の指針に基づき、職場におけるハラスメントに関する防止対策の

強化が求められたことに伴う改正でございます。具体的には、（１）妊娠、出産、育

児又は介護に関するハラスメントを対象に加える。（２）ハラスメントの防止を図る

研修の実施について文面化する。（３）広島県人事委員会への苦情相談が可能な旨を

文面化するとなっております。こちらは、現要綱においても対応してきたところです

が、明文化を行いハラスメントの対象などを明確にしておくというものでございま

す。 

 ２つ目は、ハラスメント苦情・相談処理委員会を開催した際の課題の解決を図るた

めの改正です。具体的には、（１）審議結果の報告について、委員長は、委員会の審

議結果に関わらず、審議結果を任命権者へ報告するものとするというものでございま

す。これは、これまでハラスメントと認定された場合に限り審議結果を任命権者に報

告していたものを、認定されなかったケースについても報告するとしたものでござい

ます。（２）委員の構成に関し、現行①総務企画部長（委員長）、②総務課長、③苦

情相談に対応した相談員、④その他総務企画部長が指名する職員となっているもの

を、①副町長（委員長）、②総務企画部長、③総務課長、④学識経験者、⑤その他副

町長が指名する職員へ変更する。というものです。こちらは、今後、相談者が訴訟や

公務災害の申請などを行うことも想定し、委員の構成員に特別職や学識経験者を加

え、より慎重な審議を行っていこうというものです。 

３つ目は、内容や字句等の整理を行うというものになっております。施行は、各任

命権者の合意後速やかに施行される予定となっております。説明は以上です。 

 

教育長    何かご質問等ございませんか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。よって日程第４、第１２号議案については、原案のとおり

可決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 
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教育長    ご異議ないようでございますので、日程第４、第１２号議案については、そのよう

に決します。 

以上で本日の議事日程をすべて終了いたしましたので、これをもって本日の会議を

閉会いたします。 

 

 

（閉議 午後２時４分） 

 


